
はじめに

エネルギー安定供給の確保に向け、海外からの資源確保に

加えて、海外からの供給途絶時に備えるための石油備蓄の推

進、災害時にエネルギー供給を継続するための災害対応能力

の強化、過疎地域での安定供給を含むエネルギー供給を担う

国内産業基盤の確保等、総合的な政策を展開しています。

2013年12月に公布・施行された「強くしなやかな国民生活の

実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平

成25年法律第95号）」により、2014年6月に策定され、2023年7

月に見直しが行われた「国土強靱化基本計画」等に基づき、国

内エネルギー供給網の強靱化を推進しました。

第 1節
石油備蓄等による海外からの供給危機
への対応強化

石油備蓄政策については、国内の石油需要や様々なリスク

等を勘案して、緊急時を想定した訓練や、産油国やアジア消

費国との協力強化等の取組を進めています。また、産油国共

同備蓄事業として、UAEやサウジアラビア、クウェートの国

営石油会社に対して、商用原油の拠点として日本国内の原油

タンクを貸し出し、供給危機が発生した際には日本の石油会

社が優先して原油供給を受けられる枠組みを構築していま

す。

こうした中、2022年2月に発生したロシアによるウクライ

ナ侵略に起因する国際エネルギー市場の深刻な需給ひっ迫に

対応するため、国際エネルギー機関（IEA）は、2022年3月と4

月に二度の閣僚会合を開催し、石油備蓄放出の協調行動につ

いて合意しました。これを受けて、日本は、民間備蓄石油の

放出（1,350万バレル）に加えて、「石油の備蓄の確保等に関す

る法律（昭和50年法律第96号）」（以下「石油備蓄法」という。）第

31条に基づき、国家備蓄石油の放出（900万バレル）を行いま

した。石油備蓄法に基づく国家備蓄石油の放出は、1978年の

国家備蓄制度の創設以来、初めてのことでした。なお、2023

年6月のIEA理事会において協調行動の終了が決定され、民間

備蓄石油についての備蓄義務量の引下げは2024年4月30日に

終了しました。

LPガス備蓄については、輸入量の40日分に相当する民間

備蓄と5基地体制による国家石油ガス備蓄基地による輸入量

の50日分程度に相当する国家備蓄の2本立てにより、海外か

らの供給途絶等による供給危機への体制を構築しています。

＜具体的な主要施策＞

1．�国家石油備蓄の管理委託等

【2024年度当初：875億円】

約4,300万klの国家備蓄石油及び国内10か所の国家備蓄基地

について、国から委託を受けたJOGMECが統合管理を行い、

緊急時における国家備蓄石油の機動的な放出を可能にすべ

く、放出体制の確保、油種入替え及び緊急時放出訓練等を実

施しました。

2．�産油国共同石油備蓄事業費補助金

【2024年度当初：53億円】

日本は、国家備蓄の他にも、主要な原油輸入先であるUAE

のアブダビ国営石油会社（ADNOC）、サウジアラビア国営石

油会社、クウェート石油公社に対して日本国内の原油タンク

を貸与し、それぞれの国営石油会社が所有する原油を国内に

蔵置しています。2024年7月には、ADNOCとの間で、原油タ

ンク貸借等に係る契約の更新を行いました。

3．�国家石油ガス備蓄の管理委託等

【2024年度当初：209億円】

国内5か所の国家備蓄基地について、国から委託を受けた

JOGMECが一元的に管理を行い、緊急時における国家備蓄石

油ガスの機動的な放出を可能にすべく、緊急時放出訓練等を

実施しました。

4．�備蓄石油・石油ガス購入資金への支援

石油備蓄法に基づき、石油精製業者、特定石油販売業者、

石油輸入業者、石油ガス輸入業者に対して備蓄義務（石油：

70日、石油ガス：40日）を課していますが、この備蓄義務は、

これらの民間企業に対して膨大なコスト負担を強いるもので

あることから、JOGMECが備蓄石油・石油ガス購入資金の低

利融資を実施しました。

第 2節
「国内危機」（災害・エネルギー価格高
騰等）への対応強化

1．�供給サイドの強靱化

（1）�石油・LPガスの供給網の強靱化

石油・LPガスについては、大規模災害の発生時において

も石油・LPガスの供給を早期に回復させることを目的に、

ハード・ソフトの両面で対策に取り組んでいます。
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ハード面の対策としては、東日本大震災以降、製油所や

SSといった石油供給拠点の災害対応能力の強化に対する支

援や、国家石油製品備蓄の維持を行っています。

ソフト面の対策として、資源エネルギー庁では、石油備蓄

法に基づく「災害時石油供給連携計画」や「災害時石油ガス供

給連携計画」の円滑な実行に向けた訓練を実施しています。

（2）�東西の周波数変換設備や地域間連系線の強化

広域系統整備計画が順次策定され、工事が進んでいます。

2027年度の使用開始に向けて、東北東京間連系線では計画策

定当時の電源稼働状況の想定下で455万kW増強する工事が、

北海道本州間連系設備では30万kW増強する工事が、それぞ

れ行われるとともに、中部関西間連系線では2030年度の使用

開始に向けて300万kW程度増強する旨の広域系統整備計画が

2024年6月に策定されました。東地域（北海道〜東北〜東京間）

及び関門連系線の増強についても、2024年4月に基本要件が

決定された後、広域系統整備計画の策定に向けた対応が進ん

でいます。

（3）�電気・ガス設備の自然災害等への対策等の検討

電力については、「産業構造審議会保安・消費生活用製品

安全分科会電力安全小委員会電気設備自然災害等対策ワーキ

ンググループ」を2024年3月、9月及び12月に開催し、令和6年

能登半島地震、令和6年台風第10号及び奥能登豪雨における

停電復旧対応に関する検証を実施しました。

ガスについては、2025年3月の「産業構造審議会保安・消費

生活用製品安全分科会ガス安全小委員会」において、ガス導

管の耐震化の進捗等について報告するとともに、今後の対策

の在り方について検討しました。

＜具体的な主要施策＞

①�次世代燃料安定供給のためのトランジション促進事業

（再掲　第5章第2節 参照）

②�石油製品形態での国家備蓄の確保

石油製品の形態（ガソリン・灯油・軽油・A重油）での国家

備蓄を維持しています。

③�離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事

業費（うち過疎地等における石油製品の流通体制整備事業）

（再掲　第5章第2節 参照）

④�休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業

【2024年度当初：21億円、2024年度補正：12億円】

採掘活動終了後の金属鉱山等について、地方公共団体等が

事業主体となって行う鉱害防止事業に要する費用の一部を補

助し、人の健康被害、農作物被害、漁業被害等の深刻な問題

（鉱害）の防止を図りました。

⑤�SS等の地域配送拠点における災害対応力強化事業

（再掲　第5章第2節 参照）

2．�需要サイドへの支援

災害時には、道路等の交通網や都市ガス導管、送電網の寸

断により、安定的なエネルギー供給が困難となる事態が発生

することが予想されます。このため、災害時に電力やガスの

供給が途絶えた場合にも機能の維持が求められる社会的重要

インフラ（避難所や医療・福祉施設等）においては、自家発電

設備等を稼働させるための燃料を自衛的に備蓄しておくこと

が重要です。そのため、避難所等の社会的重要インフラに対

し、LPガスタンクや石油タンク等の導入を支援しました。

また、世界情勢を背景としたエネルギー価格の上昇による

家庭や企業等の負担を軽減するため、燃料油価格、電気料金・

都市ガス料金への支援を実施しました。

＜具体的な主要施策＞

（1）�災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備

蓄の推進事業費補助金

【2023年度補正：20億円、2024年度当初：40億円】

災害や停電等により、電力・都市ガスの供給が途絶した場

合であっても、エネルギーの安定供給を確保するため、避難

所等の社会的重要インフラにおける燃料備蓄の推進に必要な

LPガスタンクや石油タンク等の導入を支援しました。

（2）�燃料油価格激変緩和対策事業

【2024年度予備費：7,730億円、2024年度補正：1兆324億円】

原油価格高騰への対策として、時限的・緊急避難的な燃料

油価格激変緩和対策事業を行いました。円建ての原油価格の

変動による卸価格上昇分について補助を行うことで、燃料油

（ガソリン・軽油・灯油・重油等）の価格を抑制するというも

のです。2024年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と

持続的な成長に向けた総合経済対策」では、「12月から、出口

に向けて段階的に対応する。」とされ、2024年12月、2025年1月

と段階的に補助率を引き下げました。足下の物価高に対応す

るべく、2025年5月からは、現行の燃料油価格激変緩和対策

事業を組み直し、定額の価格引下げ措置を実施することとし

ています。

（3）�電気・ガス価格激変緩和対策等事業

【2023年度補正：6,416億円、2024年度予備費：2,124億円、

2024年度補正：3,194億円】

物価高が継続する中で、家計や企業の負担を軽減するため

の緊急対応として、2024年5月までの支援に加えて、小売事
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業者等を通じた電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引

きを、2024年8月から10月まで及び2025年1月から3月まで実施

しました1。

（4）�小売価格低減に資する石油ガス配送合理化・設備導入促

進補助金

【2023年度補正：77億円】

石油ガスの小売価格低減のため、LPガス事業者の経費負

担となる遠隔検針が可能なスマートメーターや、バルクロー

リー、配送トラック、充塡所自動化設備及び需要家側のLP

ガスタンクの導入を支援しました。

第 3節
平時における安定供給の確保
緊急時のみならず、平時においても、過疎地等も含めた地

域での石油製品の安定供給を確保するため、地下タンクの大

型化に伴う入換え等による配送合理化への支援等の施策を講

じました。

＜具体的な主要施策＞

1．�離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事

業費（うち離島のガソリン流通コスト対策事業）

【2024年度当初：44億円の内数】

本土のSSと比べ、ガソリン調達に要する輸送コストが割

高となる離島のSSが島民等にガソリンを販売する際、実質

的なガソリン小売価格が下がるようにするため、輸送コスト

に対する支援措置を講じました。また、離島のSSが行うガ

ソリン販売に関する検査や、設備等の導入及び補修に対する

補助を行いました。

2．�離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事

業費（うち離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の

構築支援事業）

【2024年度当初：44億円の内数】

離島における地域の実情を踏まえた具体的な供給体制の在

り方を検討するために、自治体や事業者等を中心としたコン

ソーシアムによる協議会を開催し、離島における石油製品の

流通合理化や安定供給体制を構築する取組等に対して支援を

行いました。

1  加えて、足下の物価高に対応する観点から、暑くなる夏への対応として、電力使用量が増加する2025年7月、8月、9月の3か月について、電気・ガス料金支援を実
施します。
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